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このほかの提出議案 

議案番号 ４６ 令和３年度藤井寺市一般会計補正予算（第７号）について 

４７ 令和３年度藤井寺市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

について 

４８ 令和３年度藤井寺市介護保険特別会計補正予算（第２号）につ

いて 

４９ 令和３年度藤井寺市病院事業会計補正予算（第１号）について



－ １ － 

報告第１５号 

専決処分の承認を求めることについて（令和３年度藤井寺市一般会計

補正予算（第６号）） 

 令和３年度藤井寺市一般会計補正予算（第６号）について、地方自治法（昭和   

２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により別紙のとおり専決処分したの

で、同条第３項の規定により報告し、承認を求める。 

  令和３年９月１日提出 

藤井寺市長 岡田 一樹   



－ ２ － 

報告第１６号 

令和２年度藤井寺市健全化判断比率の報告について 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第３条第

１項の規定により、令和２年度藤井寺市健全化判断比率を別紙のとおり監査委員の

意見を付けて報告する。 

  令和３年９月１日提出 

藤井寺市長 岡田 一樹   

（単位：％）

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 

― 

（１２．８４） 

― 

（１７．８４） 

１．３ 

（２５．０） 

７１．９ 

（３５０．０） 

備考 

 １ 実質赤字額又は連結実質赤字額がない場合及び実質公債費比率又は将来負担比率

が算定されない場合は、「－」を記載している。 

 ２ 藤井寺市の早期健全化基準を括弧内に記載している。 



－ ３ － 

報告第１７号 

令和２年度藤井寺市資金不足比率の報告について 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第２２条

第１項の規定により、令和２年度藤井寺市資金不足比率を別紙のとおり監査委員の

意見を付けて報告する。 

令和３年９月１日提出 

藤井寺市長 岡田 一樹   

（単位：％） 

特別会計の名称 資金不足比率 備  考 

水道事業会計 
― 

（２０．０） 

地方公共団体の財政の健全化に関

する法律施行令（平成１９年政令第

３９７号）第１７条第１号の規定に

より事業の規模を算定 

病院事業会計 
― 

（２０．０） 

地方公共団体の財政の健全化に関

する法律施行令（平成１９年政令第

３９７号）第１７条第１号の規定に

より事業の規模を算定 

公共下水道事業会計 
― 

（２０．０） 

地方公共団体の財政の健全化に関

する法律施行令（平成１９年政令第

３９７号）第１７条第１号の規定に

より事業の規模を算定 

備考 

 １ 資金不足比率が算定されない場合は、「－」を記載している。 

 ２ 藤井寺市の経営健全化基準を括弧内に記載している。 



－ ４ － 

報告第１８号 

   令和２年度藤井寺市水道事業会計継続費精算報告書の報告について  

 地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号）第１８条の２第２項の規定

により、令和２年度藤井寺市水道事業会計継続費精算報告書を次のとおり報告する。 

令和３年９月１日提出 

                        藤井寺市長 岡田 一樹 



令和２年度藤井寺市水道事業会計継続費精算報告書 

年

支払義務 年割額と支払

款 項  
損 益 勘 定 国 ・ 府 一 般 会 計 当年度分消費税及び地方 発 生 額 損 益 勘 定 国 ・ 府 一 般 会 計 当年度分消費税及び地方 義務発生額の差 損 益 勘 定 国 ・ 府 一 般 会 計 当年度分消費税及び地方

度 留 保 資 金 交 付 金 出 資 金 消費税資本的収支調整額 留 保 資 金 交 付 金 出 資 金 消費税資本的収支調整額 留 保 資 金 交 付 金 出 資 金 消費税資本的収支調整額

1. 1. 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
円

41,384,000 0 38,377,000 0 0 3,007,000 41,345,203 0 38,339,122 0 0 3,006,081 38,797 0 37,878 0 0 919

337,672,000 250,000,000 12,833,000 10,800,000 39,100,000 24,939,000 331,958,585 250,000,000 7,469,060 10,800,000 39,100,000 24,589,525 5,713,415 0 5,363,940 0 0 349,475

176,750,000 150,000,000 9,587,000 945,000 3,200,000 13,018,000 176,003,928 150,000,000 8,821,600 945,000 3,200,000 13,037,328 746,072 0 765,400 0 0 △ 19,328

645,080,000 450,000,000 104,439,000 11,232,000 31,700,000 47,709,000 572,637,387 450,000,000 37,001,970 11,232,000 31,700,000 42,703,417 72,442,613 0 67,437,030 0 0 5,005,583

396,321,000 100,000,000 264,542,000 0 0 31,779,000 386,457,872 100,000,000 255,601,320 0 0 30,856,552 9,863,128 0 8,940,680 0 0 922,448

計 1,597,207,000 950,000,000 429,778,000 22,977,000 74,000,000 120,452,000 1,508,402,975 950,000,000 347,233,072 22,977,000 74,000,000 114,192,903 88,804,025 0 82,544,928 0 0 6,259,097

令和
２

名
企  業  債

平成
28

平成
29

平成
30

令和
元

企  業  債

実　　　　　　　　　　　績

企　業　債

事

業

左　の　財　源　内　訳左　の　財　源　内　訳

全　　　体　　　計　　　画

年  割  額

比　　　　　　　　　　較

左　の　財　源　内　訳

資

本

的

支

出

建

設

改

良

費

水

道

施

設

整

備

事

業

年

支払義務 年割額と支払

款 項  
損 益 勘 定 当年度分消費税及び地方 発 生 額 損 益 勘 定 当年度分消費税及び地方 義務発生額の差 損 益 勘 定 当年度分消費税及び地方

度 留 保 資 金 消費税資本的収支調整額 留 保 資 金 消費税資本的収支調整額 留 保 資 金 消費税資本的収支調整額

1. 1. 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

46,358,000 0 43,447,000 2,911,000 30,705,074 0 28,689,916 2,015,158 15,652,926 0 14,757,084 895,842

233,223,000 120,000,000 94,069,000 19,154,000 204,689,433 120,000,000 67,658,202 17,031,231 28,533,567 0 26,410,798 2,122,769

372,055,000 200,000,000 141,077,000 30,978,000 342,451,587 200,000,000 113,578,698 28,872,889 29,603,413 0 27,498,302 2,105,111

計 651,636,000 320,000,000 278,593,000 53,043,000 577,846,094 320,000,000 209,926,816 47,919,278 73,789,906 0 68,666,184 5,123,722
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－ ６ － 

報告第１９号 

令和２年度藤井寺市後期高齢者医療特別会計予算繰越明許費繰越計算

書の訂正について 

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第２項の規定により、

令和２年度藤井寺市後期高齢者医療特別会計予算繰越明許費繰越計算書を次のとお

り報告する。 

  令和３年９月１日提出 

藤井寺市長 岡田 一樹   



令和２年度藤井寺市後期高齢者医療特別会計予算繰越明許費繰越計算書 

款 項  事  業 名  金 額 
翌 年 度 

繰 越 額 

左の財源内訳 

既 収 入 

特定財源 

未収入特定財源 

一般財源 

国庫支出金 繰 入 金 

 円 円 円 円 円 円

１．総務費 ２．徴収費 市税等システムキャッシュレス決済等対応業務 5,192,000 5,192,000 0 0 5,192,000 0

１．総務費 ２．徴収費 収納に係るスキャンテスト業務 411,000 411,000 0 0 411,000 0

合 計 5,603,000 5,603,000 0 0 5,603,000 0

－
 
７
 
－



－ ８ － 

認定第１号 

令和２年度藤井寺市一般会計歳入歳出決算認定について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和２

年度藤井寺市一般会計歳入歳出決算を別紙のとおり監査委員の意見を付けて議会の

認定に付する。 

令和３年９月１日提出 

藤井寺市長 岡田 一樹   



－ ９ － 

認定第２号 

令和２年度藤井寺市駐車場特別会計歳入歳出決算認定について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和２

年度藤井寺市駐車場特別会計歳入歳出決算を別紙のとおり監査委員の意見を付けて

議会の認定に付する。 

令和３年９月１日提出 

藤井寺市長 岡田 一樹   



－ １０ － 

認定第３号 

令和２年度藤井寺市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和２

年度藤井寺市国民健康保険特別会計歳入歳出決算を別紙のとおり監査委員の意見を

付けて議会の認定に付する。 

令和３年９月１日提出 

藤井寺市長 岡田 一樹   



－ １１ － 

認定第４号 

令和２年度藤井寺市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につい

て 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和２

年度藤井寺市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算を別紙のとおり監査委員の意見

を付けて議会の認定に付する。 

令和３年９月１日提出 

藤井寺市長 岡田 一樹   



－ １２ － 

認定第５号 

令和２年度藤井寺市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和２

年度藤井寺市介護保険特別会計歳入歳出決算を別紙のとおり監査委員の意見を付け

て議会の認定に付する。 

令和３年９月１日提出 

藤井寺市長 岡田 一樹   



－ １３ － 

認定第６号 

令和２年度藤井寺市水道事業会計決算認定について 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定により、令

和２年度藤井寺市水道事業会計決算を別紙のとおり監査委員の意見を付けて議会の

認定に付する。 

令和３年９月１日提出 

藤井寺市長 岡田 一樹   



－ １４ － 

認定第７号 

令和２年度藤井寺市病院事業会計決算認定について 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定により、令

和２年度藤井寺市病院事業会計決算を別紙のとおり監査委員の意見を付けて議会の

認定に付する。 

令和３年９月１日提出 

藤井寺市長 岡田 一樹   



－ １５ － 

認定第８号 

令和２年度藤井寺市公共下水道事業会計決算認定について 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定により、令

和２年度藤井寺市公共下水道事業会計決算を別紙のとおり監査委員の意見を付けて

議会の認定に付する。 

令和３年９月１日提出 

藤井寺市長 岡田 一樹   



－ １６ － 

議案第４３号 

執行機関の附属機関に関する条例の一部改正について 

執行機関の附属機関に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

  令和３年９月１日提出 

藤井寺市長 岡田 一樹   

提案理由 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項の規定に基づく市

長の附属機関として市立藤井寺市民病院改革プラン評価委員会を設置するとともに、

当該委員会の委員の報酬額を定めるものである。 



－ １７ － 

藤井寺市条例第  号 

執行機関の附属機関に関する条例の一部を改正する条例 

執行機関の附属機関に関する条例（昭和４２年藤井寺市条例第１９号）の一部を

次のように改正する。 

別表中 

「 

市長 

市立藤井寺市民

病院医療倫理委

員会 

市民病院において行う医療行為及び臨床的

研究についての倫理的観点からの審議に関

する事務 

 」 

を 

「 

市長 

市立藤井寺市民

病院医療倫理委

員会 

市民病院において行う医療行為及び臨床的

研究についての倫理的観点からの審議に関

する事務 

市長 

市立藤井寺市民

病院改革プラン

評価委員会 

市立藤井寺市民病院改革プランの実施状況

の点検及び評価についての調査審議に関す

る事務 

」 

に改める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。 

 （非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第２条 非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３４年藤井

寺市条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

  別表第１中 

 「 

健康増進計画・食育推進計画策定委員会

委員 

日額      ９，５００円

                                    」 



－ １８ － 

 を 

 「 

健康増進計画・食育推進計画策定委員会

委員 

日額      ９，５００円

市立藤井寺市民病院改革プラン評価委員

会委員 

日額      ９，５００円

                     」 

 に改める。 



－ １９ － 

議案第４４号 

藤井寺市印鑑条例の一部改正について 

藤井寺市印鑑条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

  令和３年９月１日提出 

藤井寺市長 岡田 一樹   

提案理由 

令和３年１２月１日からコンビニエンスストア等における証明書等の自動交付 

サービスを開始するに当たり、コンビニエンスストア等に設置されている多機能端

末機を使用した印鑑登録証明書の交付手続に係る規定を定めるものである。



－ ２０ － 

藤井寺市条例第  号 

藤井寺市印鑑条例の一部を改正する条例 

藤井寺市印鑑条例（平成６年藤井寺市条例第１６号）の一部を次のように改正す

る。 

第１７条を第１８条とし、第１３条から第１６条までを１条ずつ繰り下げ、第  

１２条の次に次の１条を加える。 

（多機能端末機による印鑑登録証明書の交付） 

第１３条 前条の規定にかかわらず、登録者は、個人番号カード（行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第 

２７号）第２条第７項に規定する個人番号カードをいう。）に記録されている利

用者証明用電子証明書（電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証

業務に関する法律（平成１４年法律第１５３号）第２２条第１項に規定する利用

者証明用電子証明書で有効なものに限る。）を利用することにより、多機能端末

機（本市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、当該端末機の操作

により印鑑登録証明書等を発行する機能を有するものをいう。）で印鑑登録証明

書の交付を申請し、その交付を受けることができる。 

附 則 

この条例は、令和３年１２月１日から施行する。 



－ ２１ － 

議案第４５号 

藤井寺市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部改正について 

藤井寺市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例を次のように定める。 

  令和３年９月１日提出 

藤井寺市長 岡田 一樹   

提案理由 

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令（令

和２年厚生労働省令第２１号）により、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に

関する基準（平成２６年厚生労働省令第６３号）の一部が改正され、放課後児童支

援員認定資格研修について、中核市の長も実施できることとなったことに伴い、本

条例においても同様の改正を行うとともに所要の文言修正を行うものである。 



－ ２２ － 

藤井寺市条例第  号 

藤井寺市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例 

藤井寺市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平

成２６年藤井寺市条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

第８条中「受けた者」を「受けたもの」に改める。 

第１１条第３項各号列記以外の部分中「指定都市」の次に「若しくは同法第   

２５２条の２２第１項の中核市」を加え、「修了した者」を「修了したもの」に改

め、同項第３号中「従事した者」を「従事したもの」に改め、同項第９号中「認め

た者」を「認めたもの」に改め、同条第５項ただし書中「補助者」を「補助員」に

改める。 

第１８条第３項中「法律４５号」を「法律第４５号」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 




